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優遇措置フロー

※控除・損金算入の限度額、住民税の条例指定状況、必要書類等の詳細は、必ず参照ページや税務署、税理士にご確認ください。
※1：地方公共団体の条例によって、寄附金税額控除の対象として指定されている場合です。
※2：企業メセナ協議会経由の寄附により優遇制度が適用されます。(詳しくは、P.７をご参照ください)
※3：公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。詳細は公益社団法人等に寄附をしたとき（国税庁ホームページ）等をご覧ください。
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あり P.5
指定寄附金

個人：所得控除、個人住民税※1の税額控除

法人：寄附金の全額を損金算入（限度額なし）

なし 個人：個人住民税の税額控除は対象外

法人：「一般寄附金」として損金算入（限度額あり）

NPO・任意団体等
の芸術文化活動

P.7
特定公益
増進法人

企業メセナ協議会
から「助成認定」 あり：「特定公益増進法人※2」への寄附と同様の扱い

なし：後述の「非認定NPO法人や任意団体等」への寄附のルールが適用

地方公共団体が
行う文化芸術事業
例：特定のイベント、
施設改修プロジェクト等

認定NPO法人格はないが、
活動が認定を受けている場合

例：国立美術館、国立劇場、
文化財機構等

例：オーケストラ、
民間美術館、
文化振興財団等

例：文化芸術支援を行う
NPO等

特定の事業を指定しない、
地方公共団体そのもの
への寄附

個人
相続した財産
からの寄附

実質2,000円で寄附可能（控除上限額あり）

法人

相続税の申告期限
までに寄附・申告

企業版ふるさと
納税の認定

あり：法人税等から最大9割税額軽減

なし：「一般寄附金」として損金算入（限度額あり）

した：寄附財産の相続税が非課税

しない：寄附財産も相続税の課税対象

P.13 企業版
ふるさと納税

P.4
寄附金損金算入

P.11
ふるさと納税

P.2
寄附の手続き
について

P.16
相続税

P.4 
寄附金損金算入

個人
相続した財産
からの寄附

所得控除、個人住民税※1の税額控除

法人：特別損金算入限度額が適用

相続税の申告期限
までに寄附・申告

した：寄附財産の相続税が非課税

しない：寄附財産も相続税の課税対象

P.2
寄附の手続き
について

P.1６
相続税

個人
相続した財産
からの寄附

所得控除or税額控除※3、個人住民税※1の税額控除

法人：特別損金算入限度額が適用

相続税の申告期限
までに寄附・申告

した：寄附財産の相続税が非課税

しない：寄附財産も相続税の課税対象

P.2
寄附の手続き
について
P.3
寄附金控除

P.1６
相続税

個人
相続した財産
からの寄附

所得控除or税額控除※3、個人住民税※1の税額控除

法人：特別損金算入限度額が適用

相続税の申告期限
までに寄附・申告

した：寄附財産の相続税が非課税

しない：寄附財産も相続税の課税対象

P.2
寄附の手続き
について
P.3
寄附金控除

P.3
寄附金控除

P.1６
相続税

個人

相続した財産からの寄附の場合、相続税の非課税措置の対象外

原則として寄附金控除の対象外

個人
相続した財産
からの寄附

実質2,000円で寄附可能（控除上限額あり）

法人：寄附金の全額を損金算入（限度額なし）

相続税の申告期限
までに寄附・申告

した：寄附財産の相続税が非課税

しない：寄附財産も相続税の課税対象

P.1１
ふるさと納税

P.3
寄附金控除

P.1６
相続税

独立行政法人

地方公共団体

非認定NPO法人
や任意団体等

法人：「一般寄附金」として損金算入（限度額あり）

公益社団法人・
公益財団法人

認定NPO法人

は じ め に

文化芸術は私たちの暮らしに彩りと豊かさをもたらし
社会に活力を与えてくれる重要な存在です。

文化芸術分野を資金面から支える方法のひとつが「寄附」で
あり、2022年の調査※では、文化芸術振興のための寄附に
関心のある層は調査数の2割（23.9％）を占めるなど、コロ
ナ禍以降、文化芸術団体への寄附に注目が集まっています。

寄附金には、寄附控除という税制上の優遇措置が設けられ
ていますが、「税制について説明することが難しく、寄附の
お願いをすることを躊躇してしまう」、「企業として寄附の
メリットや具体的な手続きがわからない」、「寄附による
税制優遇などの情報が分かりやすくまとまっているハン
ドブックなどが欲しい」、といった声が上がるなど、制度と
しての複雑さが、寄附の障壁となっていると考えられます。

個人が寄附をする場合はもちろん、企業や団体が寄附を
行う場合の税制優遇等の周知も十分とはいえません。

本ハンドブックは、寄附をしたい個人や法人向けに、寄附を
したい場合の税制優遇のしくみを分かりやすく解説しま
す。寄附に関する理解を深めることを目的とし、各ページ
において寄附金控除の税制上の優遇措置の仕組みや手続
きの流れ、事例などをまとめ、「寄附をしたい方」「寄附を
募りたい方」の双方が寄付を検討する上でに役立つ情報を
提供します。

税制優遇一覧
税制名称 指定寄附金 特定公益増進法人 財産贈与・遺贈 ふるさと納税

優遇措置 所得控除 or 税額控除／
損金算入 所得控除／損金算入 みなし譲渡所得が非課税

所得控除
個人住民税控除／
損金算入、税額控除

相続税非課税
納税の猶予
納税の免除

対象者 個人／法人 個人／法人 個人 個人／法人 個人

寄附先
財務大臣の指定を
受けた国宝・

重要文化財の修理事業

公益社団法人
公益財団法人等
独立行政法人

地方独立行政 (博物館 )等

公益社団法人
公益財団法人等

公益社団法人
公益財団法人

非営利型一般社団・財団法人
独立行政法人等

地方公共団体

寄附方法 金銭 金銭 物品又は株式等 金銭

相続税

金銭／物品

参照ページ P.5 P.7 P.9 P.11 ／ P.13 P.16

※出所：文化庁委託事業「令和4年度文化に関する世論調査」　調査機関：令和5年1月27日～令和5年1月31日
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寄附をする際の具体的な手続き

税務署

応援したい文化芸術団体等個人

文化芸術団体等への寄附と税制優遇のしくみ

控除とは

控除の種類
● 寄附金控除
● 基礎控除
● 配当控除

● 配偶者控除
● 医療費控除
● 社会保険料控除　等

● 扶養控除

国・地方公共団体

寄附の手続き
について

控除とは、所得や課税対象額から特定の金額を差し引くことです。寄附を行った
方は、確定申告で寄附金控除の申請をすることで、一定の条件に基づいて税金の
控除を受けることができ、還付（超過分の金額の払戻）を受けることができます。

個人が寄附をする場合

寄附金控除の条件

「指定寄附金」（P.5）、または「特定公益増進法人
に対する寄附金」（P.7）に対して年間寄附額が、
2,000円を超える金額であること。

各地方公共団体が条例に基づき寄附金税額控除の対象となる団体を指定しております
ので、寄附を検討される際はお住まいの地方公共団体のホームページや窓口で最新
の情報をご確認ください。例えば、横浜市では条例で指定する個人市民税の寄附金税
額控除の対象となる寄附先の一覧を公開しております。

所得税優遇措置を受けられる税金

「指定寄附金」、または「特定公益増進法人に対する寄附金」のうち、都道府県・市区
町村が条例で定める寄附金であること。

優遇措置を受けられる税金 個人住民税

税務署

寄附先の選定・確認（税制優遇対象か）
STEP 1

寄附先が税制優遇（寄附金控除）の対象となる法人・団体かを確認します。詳細はP.1の優遇措置フローをご確認ください。

寄附先の選定・確認STEP 1

銀行振込、クレジットカード決済、現金書留などの方法があります。支払いを証明できる書類（振込明細、決済完了メール等）を保管ください。
※クレジットカード決済の場合、寄附日とカード会社からの入金日にずれが生じ、受領証明書の発行が翌年になる場合があります。年内の寄附として申告したい場合は注意が必要です。

寄附の実施STEP 2

団体から送付される「寄附金受領証明書（領収書）」は確定申告に必須です。以下の情報が記載されているか確認し、大切に保管します。

寄附金受領証明書の受け取り・保管STEP 3

■ 寄附者の氏名・住所
■ 寄附金額

■ 寄附年月日（受領日）
■ 寄附先団体の名称・所在地・法人番号

■ 寄附先団体の法人種別（公益社団法人、認定NPO法人など）
■ （税額控除対象法人の場合）税額控除対象法人である旨

■ e-Tax（電子申告）：マイナンバーカードと対応スマートフォン、またはICカードリーダライタが必要です。自宅から提出でき、添付書類の提出を省略できる場合があ
るほか、還付も比較的早いメリットがあります。
■ 郵送：「信書」として所轄の税務署宛に送付します。提出日は消印日となります。
■ 税務署窓口へ持参：所轄税務署の窓口に直接提出します。閉庁時間でも通常、時間外収受箱への投函が可能です。

作成した確定申告書は、定められた期間内（原則、翌年2月16日～3月15日）に以下のいずれかの方法で税務署に提出します。

確定申告書の提出STEP 6

■ 税金の還付：主に給与所得者などで源泉徴収された所得税額等が、確定申告で計算し直した年間の所得税額等よりも多い場合に、その差額（納めすぎた税金）が還付
金として返金されます。通常、申告から1か月～1か月半程度で、申告書に記載した指定口座に振り込まれます。
■ 納税額の減額：主に個人事業主の方や、確定申告で追加納税が必要な場合に、寄附金控除によって最終的に納付すべき所得税額が少なくなります。
■ 住民税への影響：所得税の確定申告を行うと、その情報が自動的に市区町村に連携され、左記、都道府県、市区町村が条例で定める寄附金であることなどの要件を
満たす場合には、翌年度の住民税についても寄附金控除（住民税の計算ルールに基づく）が適用され、税額が軽減されます。

確定申告書を提出し、寄附金控除が適用された結果、所得税について以下のいずれかの形で税制優遇が実現します。

税金の還付または納税額の減額STEP 7

STEP

寄附の実施（振込・クレジットカード決済など）
2

STEP

寄附金受領証明書の受け取り・保管
3

STEP

確定申告書・寄附金控除関係書類の作成
5

STEP

確定申告書の提出（税務署・e-Tax）
6

STEP

税金の還付または納税額の減額（＋翌年度の住民税軽減）
7

STEP

確定申告の準備（必要書類の収集）
4

STEP 7

STEP 1 2

STEP 4 5 6

STEP 3

(1) 確定申告に必要な以下の書類等を収集

(2) 所得控除と税額控除の選択
公益社団法人、公益財団法人、認定NPO法人等への寄附は、「所得控除」と「税額控除」の有利な方を選択できます。国税庁「確定申告書等作成コー
ナー」などで有利な方を試算できます。

■ 確定申告書（税務署または国税庁ウェブサイトで入手）
■ 寄附金受領証明書（原本）

■ 所得控除：控除額 ＝ (寄附金額合計)ー2,000円 (上限：総所得金額等の40%)。所得税率が高い方に有利な傾向。
■ 税額控除：控除額 ＝ ((税額控除対象寄附金額合計)ー2,000円)×40％(上限：所得税額の25%)。所得税率に関わらず減税効果がある傾向。

■ 所得を証明する書類（源泉徴収票など）
■ マイナンバー関連書類

■ 寄附金控除に関する計算明細書等（必要な場合）

確定申告の準備と控除方式の選択STEP 4

確定申告とは収集した書類と選択した控除方式に基づき確定申告書（第一表・第二表）に必要事項を記入します。

第一表：所得金額、所得控除（寄附金控除(28)欄に所得控除額）、
税額計算等を記入します。

第二表：所得の内訳、控除に関する事項（寄附金控除(28)欄に寄附
先の名称・寄附金額等）を記入します。

確定申告とは、1年間（1月1日から12月
31日まで）の所得と、それに対する所得
税等の額を自分で計算し、税務署へ申
告・納税（または還付申告）をする手続
きのことです。文化芸術団体等への寄
附による税制優遇（寄附金控除）を受け
るためには、原則としてこの確定申告
が必要です。

確定申告書の提出期間は原則として、寄
附を行った年の翌年2月16日から3月
15日までです。期限内に申告・納税を行
いましょう。（還付申告の場合、翌年1月
1日から5年間提出できます。）

確定申告書の作成STEP 5
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指定寄附金とは

指定寄附金制度を使った寄附者側の手続き ※詳細はP3をご参照ください。

「指定寄附金」
制度を利用した寄附

対象事業を探す1 2 寄附をする 3 寄附金受領証明書をもらう

国宝・重要文化財（建造物、美術工芸品）など国指定文化財を修理する場合に、文
化財の所有者が広く一般から寄附を集め修理費の一部に充てることがありま
す。この修理事業が財務大臣の指定を受けると、寄附した法人や個人は税制上の
優遇措置を受けられます。これを「指定寄附金」制度といいます。

金銭の寄附

指定寄附金制度を使った寄附のしくみ

指定寄附金の対象とは？POI
NT

個人 法人
優遇措置 所得税の控除

「寄附した金額（総所得金額の40％を限度）ー
2,000円」を所得から控除

修理事業（個人・団体）

寄
附

国宝又は重要文化財等に係る修理・防災施設設置事業で、国庫補助
を受けて行う事業等であって、かつ当該事業を行うことが文化財保
護のために緊急に必要であるもの。

対象事業

当該年の総所得金額の40％を上限に、実際に寄附した
金額から2,000円を差し引いた額が所得控除の対象です。

大照院 本堂・経蔵（山口県萩市）
2010～2017年までの7年に亘り、「本堂」及び「経蔵」の保存
修理事業を実施。総事業費11億8,500万円にも及ぶ大事業で、
国・県・市の補助金交付を受けたものの、多額の自己負担を必要
とし、そのすべてを宗教法人大照院で捻出することが困難なた
め「指定寄附金」制度を活用しました。

指定寄附金制度を使った事例

寄附を証明するための寄附金受領証明
書を受け取り、確定申告を行います。

銀行振込、クレジットカード支払いなど
のオンラインで決済を行います。

財務省の告示一覧から「指定寄附金」等
で検索し団体のホームページを確認、ま
たは直接問い合わせします。

優遇措置 寄附金の全額を損金算入
一般寄附金や特定公益増進法人等に対する寄附金には損金
算入限度額が設定されていますが、指定寄附金の場合は
国がその特別な公益性を認めているため、限度額の枠外
で寄附金を損金として計上することが可能です。

領収書

申請に関する詳細

寄附金損金算入とは
企業が寄附を行う際に、その寄附金が法人税の計算において、特別に控除や優
遇される形で扱われることを指します。企業が社会貢献活動の一環として寄附
を行った場合、寄附金が法人税の計算において特別な優遇措置として認められ
ることがあります。

寄附金控除
損金算入
について

企業

一般寄附金の場合：損金算入限度額＝｛（資本金等の金額×0.25%）＋（所得金額×2.5%）｝×¹⁄₄

応援したい文化芸術団体等

※実際の計算式や数値は法令改正等で変わることがあります。

寄附金損金算入のしくみ

損金算入（寄附額の最大約3割の減税）

寄附

法人の寄附金損金算入制度の種類と要件

法人が寄附金損金算入制度を受ける場合の手続き ※企業版ふるさと納税による税額控除は P13をご参照ください。

一般寄附金1 2 指定寄附金 3 特定公益増進法人に対する寄附金

支援先の選定1
2 寄附金額・
寄附方法を決定

3 寄附実行し、領収書・
受領証明書を取得

寄附金の会計処理4 5 税務申告書への記載
（別表四など）

6 損金算入
（要件に応じて）

特定公益増進法人等に対し寄附する場合、損金
算入限度額が一般寄附金より優遇されます。

損金算入限度額を資本金や所得金額に応じて計
算します。寄附先が指定寄附金、特定公益増進法
人に対する寄附金等でない場合に該当します。

国が特に公益性を認めた寄附金について全額
損金算入が可能です。

法人が寄附をする場合
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特定公益増進法人に対する寄附のしくみ　※寄附に関する手続きの詳細は P.3 をご参照ください。

国立新美術館は、2024年11月18日から2025年1月31日の
期間において、初のクラウドファンディングを実施しました。
このプロジェクトは、2025年3月19日から開催された企画
展「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s」の
開催費用の一部を募ることを目的としていました。

国立新美術館は、2007年に六本木に開館しました。国内最大級の展示スペースを生か
して、多彩な企画展や公募展を開催し、芸術文化の発信拠点として活動しています。皆様
からのご寄附は、展覧会の開催や教育普及活動、情報資料の収集・発信、施設の運営など
幅広く活用させていただき、今後も多様な価値観を育む創造的な美術館を目指してまい
ります。

特定公益増進法人に対する寄附の事例

国立新美術館からのメッセージ

目標金額…………………………………………… 1,000万円
実際の寄付総額………………………………… 1,500万円超
支援者数…………………………… 個人・法人含めて500名超

公益財団法人公益社団法人 独立行政法人 認定NPO法人

寄
附

寄
附

寄
附

寄
附

企業による芸術文化支援（メセナ）活動の活性化を目的に
1990年に設立された、国内唯一のメセナ専門の中間支
援機関です。企業メセナ協議会の「助成認定制度」は、芸術
文化活動に対する民間からの寄附を税制面から促進する
ための仕組みです。 この制度を利用することで、特定公
益増進法人でない団体・個人の芸術活動も応援できます。

企業メセナ協議会の「助成認定制度」

企業メセナ協議会を経由するメリット
● 第三者機関の審査があるため「信頼性の担保」ができる
● 企業が支援先を選ぶ際に、活動内容の適格性や資金管理の透明性が確認できる
● 団体の規模や知名度に関係なく、文化的価値の高い活動が支援される可能性がある
● NPO法人や任意団体など多様な組織形態の団体・実施する活動への寄附の選択肢が広がる
● 個人の寄附の場合、所得控除または税額控除が適用され、どちらか有利な方を選ぶことができる

寄附税制を利用した文化支援の制度
企業メセナ協議会「助成認定制度」

①
申
請

③
支
援
依
頼

④寄附金

⑤助成金

特定公益増進法人とは
公共法人、公益法人等（一般社団法人、一般財団法人、労働者協同組合を除
く。）その他特別の法律により設立された法人のうち、教育・科学の振興、
文化の向上、社会福祉への貢献など公益の増進に著しく寄与する団体の
ことです。これらの団体への寄附には税制優遇措置が設けられています。

金銭の寄附

特別損金算入限度額「（資本等の金額×0.375％＋
所得金額×6.25％）×1/2」
※上記はあくまで例示です。実際には国税庁の最新情報を参照ください。

公益社団法人企業メセナ協議会の認定活動
（芸術文化活動をする団体・個人）

寄附者

所得税の控除
「寄附した金額（総所得金額の40％を限度）ー
2,000円」を所得から控除

特別損金算入限度額と一般寄附金の
損金算入限度額の合計額まで損金算入

個人 法人

公益社団法人企業メセナ協議会
審査委員会

②認定

優遇措置
優遇措置

「特定公益増進法人
に対する寄附」

寄附先の名称、寄附年月日、寄附金額などを記入します。

控除額は、以下のいずれか少ない方の金額となります（100円未満切捨て）
■ (年間の寄附金額ー2,000円)×40%
■ その年の所得税額×25%

計算明細書の記入ポイント例 (個人からの寄附の場合 )

寄附を受けた団体側の手続き

寄附者に対して、寄附金を受け取ったことを証明する「寄附金受領証明書」を発行します。証明書には、以下の事項
を記載する必要があります。

認定NPO法人等が発行する領収書の記載例

寄附金受領証明書の発行STEP 1

■ 寄附者の氏名・住所
■ 寄附年月日
■ 寄附金額

■ 寄附金を受領した団体の名称・所在地・代表者名
■ 受領した寄附金が指定寄附金に該当する旨の記載 ※根拠となる法令や証明書名などを記載することが望ましいです。
■ 寄附者が法人の場合は、その法人である旨、登録番号または設立年月日

 受け取った寄附金について適正な会計処理を行い、帳簿に記録する必要があります。

帳簿への記録STEP 2

「指定寄附金」制度を利用した寄附に関しては、一般的な寄附の情報に
加えて、添付書類として寄附先の団体が発行した受領証などの証明書
類が必要です。詳細な記入方法については、計算明細書の裏面にある
説明や、国税庁のウェブサイトにある関連情報を参照してください。

※団体の種類や規模によっては、受け取った寄附金に関する情報を税務署に報告する義務が生じる場合があります。
※税法や関連法規は改正される可能性がありますので、常に最新の情報を確認するようにしてください。
※不明な点や具体的な手続きについては、所轄庁（内閣府または都道府県）、税務署、または税理士などの専門家にご相談ください。
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財産の贈与・遺贈の寄附のしくみ

寄附に関するよくある質問

※寄附をした財産について、租税特別措置法40条の適用を受け、みなし譲渡所得税の非課税の適用を受ける場合にも寄附金控除の対象となります。
この場合、寄附金控除の対象となる金額は、その財産の取得価額とされます。

寄附者（個人）

みなし譲渡所得：非課税（租税特別措置法40条）

● 国または、地方公共団体に対して財産を寄附した場合
● 公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合
● 重要文化財を国等に譲渡した場合

※文化財保護法により指定されている重
要文化財を、国、独立行政法人国立文化財
機構、独立行政法人国立美術館、独立行政
法人国立科学博物館、地方公共団体、一定
の地方独立行政法人または一定の文化財
保存活用支援団体に譲渡した場合の譲渡
所得は非課税です。（所得税、個人住民税）

非課税となる条件とは？POI
NT

寄
附

寄
附

寄
附

独立行政法人 公益法人等 認定NPO法人

Q

A 原則、寄附をした日から4カ月以内
に租税特別措置法４0条の承認申請
をし、財産を寄附をした日から2年
以内に、公益法人の公益を目的とす
る事業に直接使われるなど一定の要
件に該当することを、国税庁長官か
ら承認を受ける必要があります。

A 遺贈に関しては各施設に直接
お問い合わせください。

国税庁長官の承認を受けるには
どうしたらいいですか。

作家の作品を国立や公立美術
館に遺贈したい場合はどうし
たら良いでいいですか。

みなし譲渡所得課税とは
個人が法人に対して、無償あるいは著しく低い価格で資産を譲渡又は寄附したとき、その資産
が取得時よりも値上がりしていた場合に、贈与時の時価で譲渡したとみなして課税される所
得税法上の制度です。例えば個人が法人に資産を無償で譲渡（贈与）した場合、時価で譲渡した
ものとみなして所得税が課税されます。

譲渡所得税とは
自身が保有する資産を譲渡（権利や財産などを他人に譲り渡すこと）するときに生じる所得
のことを譲渡所得といい、譲渡所得にかかる税金が「譲渡所得税」です。

物品の寄附又は株式等の寄附

「贈与・遺贈」
による寄附

Q

A 文化庁では「美術品（近現代分野）の
鑑定評価における価格評価の手法、
手順についてのガイドライン」を定
め、当ガイドラインに則って価格評
価を行う専門家を認定する制度を
今後開始します。価格算定は、専門
家に依頼してください。

芸術品の物品寄附の価格算定
はどうやってされますか。

Q

優遇措置

計算明細書の記入ポイント例 (個人からの寄附の場合 )

寄附を受けた団体側の手続き

 受け取った寄附金について適正な会計処理を行い、帳簿に記録する必要があります。

帳簿への記録STEP 2

（1）事業報告書の作成・提出・公表
特定公益増進法人は、事業活動の状況や会計に関する情報を記載した事業報告書を作成し、所轄庁に提出する義務があります。また、その内容を公表する必要がありま
す。（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等による）

（2）税務署への報告
特定公益増進法人として、収益事業を行っている場合などには、法人税の申告義務が発生します。また、受け取った寄附金に関する情報を税務署に報告する義務が生じ
る場合もあります。詳細は税務署にご確認ください。

その後の手続きSTEP 3

寄附者に対して、寄附金を受け取ったことを証明する「寄附金受領証明書」を速やかに発行します。証明書は、寄附者が所得税の寄附金控除や法人の
場合の損金算入を受けるために必要な書類となり、以下の事項を記載する必要があります。

寄附金受領証明書の発行STEP 1

■ 寄附者の氏名・住所
■ 寄附年月日

■ 寄附金額
■ 寄附金を受領した団体の名称・所在地・代表者名

■ 受領した寄附金が特定公益増進法人に対する寄附金である旨の記載
■ 法人の場合は、その法人である旨、登録番号または設立年月日

寄附先の名称、寄附年月日、寄附金額などを記入します。

控除額は、以下のいずれか少ない方の金額となります（100円未満切捨て）
■ (年間の寄附金額ー2,000円)×40%
■ その年の所得税額×25%

「特定公益増進法人」に対する寄附に関しては、一般的な寄附の情報
に加えて、添付書類として寄附先の団体が発行した受領証などの証
明書類が必要です。詳細な記入方法については、計算明細書の裏面に
ある説明や、国税庁のウェブサイトにある関連情報を参照してくだ
さい。

※特定公益増進法人の種類や事業内容によって、具体的な手続きや義務が異なる場合があります。
※税法や関連法規は改正される可能性がありますので、常に最新の情報を確認するようにしてください。
※不明な点や具体的な手続きについては、所轄庁（内閣府または都道府県）、税務署、または税理士などの専門家にご相談ください。

寄
附
金
控
除

寄
附
の
手
続
き

指
定
寄
附
金

特
定
公
益
増
進
法
人

財
産
贈
与
・
遺
贈

ふ
る
さ
と
納
税

そ
の
他

寄
附
金
控
除

寄
附
の
手
続
き

指
定
寄
附
金

特
定
公
益
増
進
法
人

財
産
贈
与
・
遺
贈

ふ
る
さ
と
納
税

そ
の
他



1110

一般的なふるさと納税のしくみ

ふるさと納税とは
「ふるさと納税」
を活用した寄附

都道府県、市区町村への「寄附」です。一般的に地方公共団体に寄附をした場合に
は、確定申告を行うことでその寄附金額の一部が所得税および住民税から控除
されますが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額
（控除上限額に達するまで）が控除の対象となる制度です。

企業版ふるさと納税
（地方創生応援税制）

ふるさと納税の事例

優遇措置① 所得税の控除
「寄附した金額（ 総所得金額の40％を限度 ）ー2,000円」を所得から控除

優遇措置② 個人住民税の控除
「(寄附した金額*1 ー2,000円)×10%」を税額控除
*1 総所得金額×30%を上限

優遇措置③ 上記①②により控除できなかった額を全額控除
「(寄附した金額ー2,000円)×（100％－10％－所得税率）」を全額控除

大阪市 「なにわの芸術応援募金」

大阪市では市民や企業からの寄附で地元の芸術・文化団体を支援する制度を創設しています。
ふるさと納税の一環としてあらかじめ登録された「音楽・演劇・美術・文楽・能楽・伝統芸能」等の団体から、応募し
たい団体を選んで寄附でき、集まった資金は各団体の事業費や管理費に充当されます。
例えば、交響吹奏楽団「大阪市音楽団（Shion）」では寄附金を将来の音楽文化を担う子ども達への定期演奏会招待
券に活用しています。

①
寄
附

③
確
定
申
告

②
文
化
芸
術

体
験
等

所
得
税
還
付
※

④
住
民
税
控
除
※

④

寄附先の地方公共団体

※ワンストップ特例制度の活用、もしくは確定申告が必要です。

寄附者が住む地方公共団体税務署

寄附者（個人）

地方公共団体地方公共団体

個人向け

税務署

遺贈する場合の寄附者側の手続き

遺贈を受けた団体側の手続き

相続税法上の非課税対象であり、かつ所得税法上の特定の要件を満たす法人（教育、科学振興、文化向上、社会福祉に著しく寄与する法人など）を遺
贈先として選定します。事前にこれらの要件を満たすか、税理士等に確認することが重要です。

遺贈先の選定と非課税要件の確認STEP 1

遺言執行者または相続人から遺贈の通知を受けた際は、遺言書の内容（財産の種類、金額、条件、遺贈者の非課税希望）を確認します。遺贈される財
産の種類、金額、管理コストなどを考慮し、受入れの可否を決定します。

遺贈の通知と内容確認、受入れ決定STEP 1

遺言執行者または相続人から、遺贈された財産を受け取ります。不動産の場合は所有権移転登記、有価証券の場合は名義変更、現金の場合は口座へ
の入金などの手続きを行い、受け取った財産を被相続人又は相続人が指定した使途に従って適切に管理します。特に、みなし譲渡所得課税の非課
税の要件を満たすためには、受け取った財産を公益目的事業のために使用する必要があります。

財産の受領と適切な管理STEP 2

法令や団体の規程に基づき、遺贈による収入や、その後の財産の管理・活用状況を適切に情報公開します（事業報告書、財務諸表など）

会計処理と情報公開STEP 4

遺言執行者または相続人に対し、以下の事項を明記した「寄附金受領証明書」を速やかに発行します。証明書は、相続税の申告や、みなし譲渡所得課
税の非課税の適用を受けるために必要な書類となります。

寄附金受領証明書の発行STEP 3

■ 被相続人の氏名
■ 相続人の氏名・住所（代表者の氏名・住所）
■ 遺贈年月日

■ 遺贈された財産の種類と価額（相続開始時の時価）
■ 遺贈を受けた団体の名称・所在地・代表者名
■ 受領した財産が遺贈によるものである旨

■ 団体が相続税法上の非課税対象法人であり、かつ、所得税法上
の要件を満たす法人である旨（根拠となる法令等を記載）
■ 法人の場合は、その法人である旨、登録番号または設立年月日

遺言書を遺した本人が亡くなられた後、遺言書が開示されます。
※遺言書を相続人が勝手に開封すると、罰金を課される可能性があります。特に、自筆証書遺言は開封前に家庭裁判所へ持ち込むようにしましょう。

遺言開示STEP 3

みなし譲渡所得課税の対象となる譲渡性のある財産（土地、建物、株式など）を選び、遺贈する団体名と財産を明確に記載した法的に有効な遺言書
を作成します。

遺贈財産の選定と遺言書の作成STEP 2

■ 公正証書遺言：公証人立会いのもと公証役場で作成・保管する（有料）
■ 自筆証書遺言：遺言者が自筆し、押印する方式で作成・保管する（無料）。相続開始後に家庭裁判所の検認が必要。

遺言書の開示後、遺言執行者が、遺贈を受ける団体に財産を引き渡す手続きを行います。不動産の場合は所有権移転登記、株式の場合は名義変更な
どを行います。

遺言の執行と財産の移転STEP 4

※遺贈による寄附は、通常の寄附とは手続きが異なる場合があります。特に、みなし譲渡所得課税の非課税の適用を受けるためには、団体側も適切な対応と証明書類の提供が求められます。
※団体の種類や規模によっては、受け取った遺贈財産に関する情報を税務署に報告する義務が生じる場合があります。詳細は税務署にご確認ください。
※遺贈を受ける財産の種類や団体の種類によって、必要な手続きや報告義務が異なる場合があります。
※税法や関連法規は改正される可能性がありますので、常に最新の情報を確認するようにしてください。
※不明な点や具体的な手続きについては、所轄庁（内閣府または都道府県）、税務署、または税理士などの専門家にご相談ください。
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企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）のしくみ

「ふるさと納税」
を活用した寄附① 企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）とは

企業版ふるさと納税とは、地方創生の取り組みとして地方公共団体が行う事業
に対して企業が寄附を行うと、税制上の優遇が受けられる制度です。通常の寄附
より控除率が高く、企業にとっては法人税等から最大約9割の税額控除を受けつ
つ社会貢献を実現しやすい制度となっています。

企業版ふるさと納税
（地方創生応援税制）

法人向け

地方公共団体のメリット
● 安定的な財源確保が可能になる　　● 地域外企業との新たなネットワーク構築ができる

寄附者（法人）

法人税等から最大で約9割を税額軽減

①
寄
附

②
受
領
証
明
書

交
付

⑤
税
額
控
除

③
確
定
申
告

④
税
額
控
除

寄附先の地方公共団体 企業が所在する地方公共団体
（法人住民税・事業税）税務署（法人税）

 「法人税等」とは法人税・地方法人税・法人住民税・防衛特別法人税*1・法人事業税を指します。
*1 令和8年4 月1日以後、防衛特別法人税がかかります。

※税額控除の手続き（申告）や算出に関しては
税理士や所管する税務署へご相談ください。

税務署
地方公共団体

例：1,000万円寄附すると、最大約９００万円の法人関係税が軽減

①法人住民税：寄附額の4割を税額控除（法人住民税法人税割額の20％が上限）
②法人税　　：法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄附額の一割を限度（法人税額の5％が上限）
③法人事業税：寄附額の２割を税額控除（法人事業税額の20％が上限）

損金算入　約３割 税額控除　最大6割 約1割
企業負担

通常の寄附
企業版ふるさと納税

寄附額

優遇措置

地方公共団体

ふるさと納税に関する寄附者側の手続き

ふるさと納税を受けた団体側（地方公共団体または連携事業者）の手続き

ふるさと納税ポータルサイトなどで、「文化」「芸術」「体験」「チケット」「イベント」などのキーワードで検索し、文化芸術に関する体験型の返礼品を
提供している地方公共団体を探します。興味のある文化芸術体験型の返礼品を見つけたら、内容、利用条件、有効期限などの詳細を確認します。

寄附先の地方公共団体の選択STEP 1

寄附者に対して「寄附金受領証明書」を速やかに発行します。証明書には、以下の事項を記載する必要があります。

寄附金受領証明書の発行と送付STEP 1

■ 寄附者の氏名・住所
■ 寄附年月日
■ 寄附金額

■ 寄附金を受領した地方公共団体の名称・所在地・代表者名・問い合わせ先電話番号など
■ 「寄附金控除に係る証明書」である旨の記載
■ 受領印

寄附者が選択した文化芸術体験型返礼品を提供します。チケットの送付、体験予約の受付、当日の案内など、スムーズな体験提供に努めます。必要
に応じて、体験後のアンケート実施や情報提供などのフォローアップを行います。

返礼品の提供とフォローアップSTEP 2

受け取った寄附金について適切な会計処理を行い、帳簿に記録します。ふるさと納税に関する税務処理（控除額の管理、税務署への報告など）、ポー
タルサイトへの手数料支払いなど、関連する費用処理を適切に行います。寄附者からワンストップ特例申請書が提出された場合、地方公共団体は
申請内容を確認し、期日までに寄附者の住所地の市区町村へ控除に必要な情報を通知します。

税務処理と報告STEP 3

選んだ地方公共団体のウェブサイトまたはポータルサイトから寄附を申し込み、必要な情報（氏名、住所、税情報、返礼品、寄附金額など）、寄附金受
領証明書の送付先や、ワンストップ特例制度の利用希望の有無などを選択・入力し、指定された方法で寄附金を支払います。

寄附の申し込みと支払いSTEP 2

地方公共団体から寄附金受領証明書を受け取り、大切に保管します。後日、送付される体験チケットや引換券などの返礼品に記載された案内に
従って、文化芸術体験を利用します。

寄附金受領証明書の受領と返礼品の利用STEP 3

ふるさと納税による税金の控除を受けるためには、以下のいずれかの手続きが必要です。

税金控除方法の選択と手続きSTEP 4

■ 確定申告：年末調整を受けていない方、または医療費控除など他の控除も合わせて申告する方は、確定申告を行う必要があります。
■ ワンストップ特例制度：確定申告を行う必要のない給与所得者等で、その年のふるさと納税の寄附先が5団体以内である場合に利用できる制度です。
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※税法や関連法規は改正される可能性がありますので、常に最新の情報を確認するようにしてください。
※不明な点や具体的な手続きについては、所轄庁（内閣府または都道府県）、税務署、または税理士などの専門家にご相談ください。
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企業版ふるさと納税（人材派遣型）のしくみ

企業版ふるさと納税（人材派遣型）の手続き

企業のメリット
● 寄附による金銭的な支援のみならず、事業の企画・実施に派遣人材が参画し、
　 企業のノウハウの活用による地域貢献がしやすくなる
● 人材育成の機会として活用することができる

企業版ふるさと納税（人材派遣型）とは
企業が地方公共団体（またはその委託先である文化芸術団体等）の地方創生プロ
ジェクトに人材を派遣し、その人件費等を寄附金として計上して税制優遇を受
ける制度です。「ふるさと納税」

を活用した寄附②

法人向け

岡山県真庭市では、観光文化拠点「GREENable HIRUZEN」
の運営・発展のために、企業版ふるさと納税（人材派遣型）を
活用しました。
都市部企業からの専門人材を受け入れ、地域の文化・観光戦
略を強化しています。企業側は税制優遇のメリットを得なが
ら、地方創生に貢献できる点が大きな特徴となっています。

企業版ふるさと納税 人材派遣型の事例

①人材派遣
（人件費負担）

寄附先の
地方公共団体

寄附者

法人税等から最大で
約9割を税額軽減

②税額控除

③税額控除

要件を満たした場合、企業版ふるさと納税の仕組
みを利用して、企業は寄附額の約90%の法人関
係税が軽減される可能性があります。

（人件費等を「寄附金」扱い）
企業が所在する
地方公共団体の
税務署等

地方公共団体のメリット
● 安定的な財源確保が可能になる
● 地域外企業との新たなネットワーク構築ができる
● 文化事業を通じて交流・関係人口が拡大し、地域活性化に繋がる

文化芸術団体のメリット
● 企業との連携事業としての注目度向上によるPR機会の増加
● 企業の専門知識・経営ノウハウを活用することができる
● 企業に評価・支援を受ける団体として、信頼性向上が期待できる

企業と地方公共団体が
連携協議

1
2「人材派遣分の人件費」
を寄附金に含む
認定事業を設計

3 企業が「企業版
ふるさと納税」の
申出書提出

地方公共団体が承認4
5 派遣開始
(給与・経費を企業負担)

6 寄附受領証明書を
発行し企業が税務
申告時に控除を適用

税務署

地方公共団体

企業が所在する
地方公共団体
（法人住民税・事業税）

寄附額 人件費相当額 その他関連費用＝ ＋

優遇措置
地方公共団体

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）の手続きの例

制度活用にあたっての留意事項

情報収集・事業確認1 2 寄附申出書の提出 3 寄附金の拠出

広報に向けた調整4
5 税務申告
（法人税申告／地方税申告) 

6 税額控除の適用

寄附を募集している地方公共団体や地
方創生プロジェクトについて、内閣府
の「企業版ふるさと納税ポータルサイ
ト」から確認します。

社内に向けた提案資料等の作成（メ
リット、寄附先の選定基準等）、寄附金
額や寄附時期等について社内調整し、
寄附の申し出を行います。

国税については税務署、地方税につい
ては本社所在地の地方公共団体に対
し、地方創生応援税制の適用がある寄
附を行った旨の申告をするとともに、
寄附先の地方公共団体から交付された
受領書の写しを提出します。

申し出が承認されると、地方公共団
体から寄附支払いの要請があるの
で寄附手続きを行います。

税務申告が受理されると、税額控除
が適用されます。

寄附目録贈呈式の開催、報道発表
（プレスリリース）の実施、地方公共
団体のホームページ・広報誌や県政
広報番組における寄附企業名の紹
介等に向けた調整を行います。

企業版ふるさと納税
ポータルサイト

※地方公共団体の事業の企画立案から事業の実施
完了に至るまで随時申し出を行うことが可能

※一連の流れはあくまで一例であり、企業側か
ら寄附先の地方公共団体を募集する場合や、企
業が寄附活用事業の立案段階から参画する場
合もあります。

1回当たり10万円以上の
寄附が対象

地方公共団体が寄附した
企業を周知することは可能

本社が所在する地方公共団体
への寄附は対象外

寄附を行う事の代償として
経済的な利益を受けることは禁止

次の都道府県、市区町村への寄附は対象外

※地方公共団体の広報誌やホームページ等による寄附企業の紹介や、公正なプロセスを
経た上での地方公共団体との契約などは問題ありません。

①地方交付税の不交付団体である都道府県
②地方交付税の不交付団体であって、その全域が地方拠点強化税制における地方活力向上
地域以外の地域に存する市区町村（首都圏整備法で定める既成市街地・近郊整備地帯等）

この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務
所又は事業所」を指します。

例：ホームページ、広報誌、県政広報番組での企業名の
紹介、感謝状の贈呈、寄附を活用した施設への銘板設置
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企業版ふるさと納税
（人材派遣型）



16 17

その他

物品の寄附

特定美術品の相続税の納税の猶予および免除1
美術館に特定美術品を預けていた人（＝被相続人）が亡くなり、相続または遺贈によりその
特定美術品を受け継いだ相続人（＝寄託相続人）が、引き続き同じ美術館への寄託を継続
する場合、一定の申請等を行うことにより相続税額のうち特定美術品にかかる相続税の
80％の納税が猶予されます。
また、猶予された相続税（美術品納税猶予税額）は、以下のいずれかの条件を満たした場合
に免除され、最終的に支払う必要がなくなります。

免除される場合
■ 寄託相続人が死亡した場合
■ 特定美術品を寄託先美術館の設置者に贈与した場合
■ 特定美術品が一定の災害により滅失した場合
※ただし、美術品納税猶予税額が免除されるまでに、特定美術品を譲渡するなど一定の事由が生じ
た場合には、美術品納税猶予税額の全部について納税の猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納
付しなければなりません。
※「特定美術品」：文化庁長官が認定する「認定保存活用計画」に記載された重要文化財に指定された
絵画等の動産か、登録有形文化財のうち一定のものを指します。
※遺族が死亡した場合、当初納税猶予分は免除されますが、遺族の相続人に納税の猶予が引き継が
れます。

※「登録美術品制度」：重要文化財や国宝、その他、世界的に優れた美術品を国が登録し、登録した美術品を美術館において公開する制度です。登録される美術品は、①
重要文化財又は国宝、②世界文化の見地から歴史上、芸術上、又は学術上特に優れた価値を有する作品です。
※存命中作家も対象です。

登録美術品制度を活用した寄附2
相続税を金銭で納付することが難しい場合、延納によってもなお金銭納付が困難であれ
ば、金銭以外の相続財産で相続税を納めること（物納）ができます。
また、「登録美術品」の場合は優先順位が第1順位として扱われるため、金銭以外の相続財産
で相続税を納付（物納）することが容易になります。

物納できる財産の優先順位
第1順位：不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式・登録美術品
第2順位：非上場株式等
第3順位：動産（一般の美術品含む）

株券

証券

故人

寄託相続

死亡

遺族

美
術
館

寄託継続

相続税の80％の納税が猶予

相続税免除

相続財産の寄附のしくみ（租税特別措置法70条）

相続税の注意点

故人

遺族

相
続

寄
附

寄附する場合の満たすべき要件

寄附の手続き

寄附した財産は、相続や遺贈によって受け継いだ財産であること
（受け継いだとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます）

相続税の申告書に、特例の適用を受けようとする旨を記載し、「寄附を受けた年月日」「財産の
明細」「その法人のその財産の使用目的を記載した書類」等の書類を添付して申告します。

①独立行政法人
②国立大学法人および大学共同利用機関法人
③地方独立行政法人で地方独立行政法人法に掲げる一定の業務を主たる目的とするもの
④公立大学法人
⑤自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興 共済事業団、日本赤十字社、
福島国際研究教育機構
⑥公益社団法人および公益財団法人
⑦学校法人等※
⑧社会福祉法人
⑨更生保護法人　　　※範囲が不明な場合は税理士や専門家に確認してください。
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1

受け継いだ財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること2

寄附先が「特定の公益法人」であること（①③⑥：文化芸術団体が多い法人）3

「10か月以内」の寄附が
非課税の対象

1 2 3
寄附の用途により

税金発生の可能性がある
専門家への事前の
相談を推奨

公益法人等

相続税とは
相続税は、故人から財産を受け継いだ場合に受け取った財産にかかる税金です。
相続した財産を、国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人、認
定NPO法人に寄附した場合や、特定の公益信託に資金提供した場合は、寄附や
資金提供をした財産は相続税の対象としない特例があります。

その他

相続税の申告期限を過ぎてから寄附
をすると、通常の課税が行われます。※

相続税法や関係法令は複雑なため、相
続が起きる前から税理士や専門家に早
めに相談しておくことを推奨します。

公益法人が寄附を受けたあと、実際に
公益活動に使われているかがポイント
となります。※

寄附により
「相続税」
が優遇される場合

※相続税の申告や修正申告で納めすぎた税金は「更正の請求」に
よって還付が可能ですが、請求には期限があり、相続開始後10か
月以内に申告を終え、その後5年以内に請求を行わなければ、納
めすぎた税金を取り戻せなくなります。

※寄附先法人の活動実績・財務内容・事業報告などを事前に確認
し、本当に公益目的で運用されているかを把握することが大切で
す。万一、用途が認められない使われ方をしていた場合、後から非
課税特例が取り消されるリスクがあります。
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※物品・不動産・有価証券などの含み益のある財産を寄附する場合には、寄附者にみなし譲渡所得税（P.9参照）が生じる事も想定されるため、租税特別措
置法40条も併せてで申請することが一般的です。
なお、相続財産の寄附の際に租税特別措置法70条の適用を受けた場合にも、寄附金控除の対象となります。また、併せて租税特別措置法40条の適用も受
ける場合も寄附金控除の対象となりますが、その対象となる金額は被相続人から引き継いだその財産の取得価額とされます。



クラウドファンディングとは

クラウドファンディングの種類

寄附者の声

寄附者の声

寄附の背景

Q1. 今回、寄附をしようと思ったきっかけは？

音楽がつなぐ支援の輪
Mさん（女性・大学教員）
地域の音楽活動の活性化や伝統行事の保護活動に共感し、これまでに複数のクラ
ウドファンディングにも参加。

Mさんが寄附を行ったのは、能登半島地震の被災者に向けた「石
川県ジュニアオーケストラ」と「京都市ジュニアオーケストラ」
の合同公演実現の為のクラウドファンディング。地域の音楽活
動や若者の活躍を支援したいという思いがあり、音楽を通じて
被災地を励ます取り組みに共感し、寄附を決めました。

芸術振興・青少年育成・震災復興という3つの要素が揃った素晴らしいプロジェクトだと感じ、寄附を決めました。もともと音楽が好きで
地域の音楽活動を応援したい思いがありました。ジュニアオーケストラによるコンサートが青少年の育成につながる点にも惹かれまし
た。さらに、音楽の力で被災地の人々に寄り添い、元気と勇気を届ける取り組みに強く共感しました。

Q2. 寄附をする際に大切にしているポイントは？
理屈抜きで、「どれだけ自分の心に響くか」でしょうか。「心から応援したい」と思えるプロジェクトとのご縁を大切にしています。

Q3. 今後も寄附を続けたい分野や理由はありますか？
「伝統文化や芸術の振興・保存」をメインに寄附を続けたいです。少額でも多くの人が集まれば、大切なものを守り、新たな挑戦を支えられ
ると考えました。自分のためのお金を少し寄附に回すことが、誰かの笑顔につながる。それは、電車の中で席を譲って喜ばれた時に感じる
ような「小さな幸福感」に近いかもしれません。

寄附の影響

石川県にて行われた合同コンサートに関連する交通費・宿泊費お
よび滞在費、楽器運搬費等に寄附金が活用されました。参加した
ジュニアオーケストラメンバーにとって同年代の仲間と交流し
つながりを広げるきっかけとなり、復興を応援し続けるという気
持ちを被災地の方々に直接伝えられた貴重な機会となりました。

クラウドファンディングとは、インターネットを通して自分の活動や夢
を発信することで、想いに共感した人や活動を応援したいと思ってくれ
る人から資金を募る仕組みです。英語では「crowdfunding」と書き、
「人 （々crowd）」と「資金調達（funding）」を組み合わせた言葉です。

購入型
■ モノやサービス、体験や権利などの「リターン」を販売することが可能
■ 支援者は支援をした見返りとして、様々なリターンが得られる

寄附型
■ 公益的な活動を行っている団体が利用でき、支援を「寄附金」として受け取ることが可能
■ リターンは対価性の低いものに限り設定可能
■ 支援先が寄附金控除の対象となる団体かつ対価性の低いリターンに支援した場合に、寄附による税制優遇を受けることが可能

金融型
■ 株式発行やファンドのしくみを利用した投融資資金を募ることが可能
■ 支援者は会社の株式を取得することで将来の値上がりが期待できたり、配当やファンドの運用益の分配を受けられる可能性がある

実行者

リターン

お金掲載

支援者クラウド
ファンディング

事業者
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相続財産からの寄附の手続き

相続財産から寄附を受ける団体側の手続き

寄附先が「特定の公益法人」（P.16）に該当するか、受入が可能か等を確認します。

寄附先の選定・確認STEP 1

相続人（寄附者）からの申し出を受け、財産の種類、時期などを協議し、合意形成を図ります。寄附される財産の種類に応じて、受け入れ体制（名義変
更、口座準備、管理体制など）を整えます。相続税の非課税特例が適用される場合は、団体が税法上の要件を満たす証明書類を寄付者に提供します。

寄附の協議と受入れ準備STEP 1

実際に寄附を受け取ったら、速やかに寄附者に対して必要な記載事項を満たした「寄附金受領証明書」を発行します。

寄附の受領と証明書の発行STEP 2

受け取った寄附財産を団体の目的である公益の増進のために適切に管理・活用します。特定美術品の場合は適切な保管・展示を行います。寄附金収
入について適正な会計処理を行い、帳簿に記録します。

寄附財産の管理・活用と会計処理STEP 3

相続財産の寄附を行うためには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割協議を完了させ、誰がどの財産を寄附するのかを明確にする必要が
あります。

遺産分割協議STEP 2

遺産分割協議に基づき、相続財産を寄附先に引き渡す手続きを行います。

寄附の実行STEP 3

■ 不動産の場合：相続登記を経た後、寄附先への所有権移転登記が必要です。
■ 預貯金の場合：相続手続き後、寄附先への払い出しまたは名義変更を行います。
■ 有価証券の場合：相続手続き後、証券会社を通じて寄附先への移管手続きを行います。

寄附先の団体から、寄附を受け取ったことを証明する「寄附金受領証明書」を発行してもらいます。この証明書は相続税の申告に必須となります。
証明書には、寄附者の氏名、寄附した財産の種類と価額、寄附年月日、寄附先の名称などが記載されている必要があります。

寄附金受領証明書の取得STEP 4

■ 寄附金受領証明書
■ 遺産分割協議書の写し
■ 寄附した財産の評価額がわかる書類 ※不動産の固定資産評価証明書、預貯金の残高証明書、有価証券の評価額証明書など
■ 寄附先の法人が相続税の非課税対象となる法人であることを証明する書類 ※寄附先から提供されます
■ 不動産を寄附した場合は、登記簿謄本

相続税の申告期限内（通常、相続開始を知った日の翌日から10か月以内）に、管轄の
税務署に以下の添付書類とともに相続税の申告書を提出します。

相続税の申告STEP 5

特定美術品を相続した場合（寄託継続）の手続き

相
続
税
申
告
書
の
第
14
表
に
、寄
附
し
た
財
産
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
ま
す
。

①特定美術品の確認
相続した美術品が「特定美術品」に該当するか確認します。
②納税猶予の申請と担保提供
相続税の申告期限内に納税猶予申請書を作成し、特定美術品の証明書類、寄託契約書、寄託先の情報、管理状況に
関する書類などを準備します。納税猶予額に見合う担保（不動産、有価証券、保証人など）を用意します。
③相続税の申告と納税猶予申請書の提出
相続税の申告書と納税猶予申請書、必要な添付書類を揃えて、相続税の申告期限内に管轄の税務署に提出します。
④税務署の審査と承認
税務署による審査を受け、納税猶予の要件を満たしていると認められれば納税猶予が承認されます。
⑤寄託の継続と定期的な報告
納税猶予期間中は、寄託契約に基づき特定美術品の寄託を継続し、公開・展示が行われるようにします。3年ご
とに継続届出書を税務署に提出し、寄託および公開・展示の状況などを報告します。

※団体の種類や規模によっては、受け取った寄附金に関する情報を税務署に報告する義務が生じる場合があります。
※特定美術品の場合は、管理状況等の報告を求められることがあります。
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公認会計士山内真理事務所
代表　山内 真理

①寄附者（個人）が所得控除・税額控除などを適用して税優遇を
受けたい場合
　公益社団法人・公益財団法人、独立行政法人などが寄附を受け、
寄附者（個人）が確定申告で「所得控除（寄附金控除）」の適用を受
けようとする場合には、寄附金受領証明書（領収書）の添付又は保
管が必要となります。また、「税額控除」の適用を受けようとする
場合、通常下記二点が必要となります。そのため、寄附を受ける団
体においてはこれらを遅滞なく発行することが求められます。

(1)寄附金を受領した法人の名称・受領した旨・寄附金がその法
人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、寄附金
の額及び受領年月日を証する書類※寄附者の住所、氏名の記載が必要
(2)所轄庁がその法人が税額控除の対象法人であることを証明
する書類の写し

②寄附者（法人）が寄附金のうち一定額を損金算入したい場合
　企業等の法人が一般社団法人・一般財団法人、NPO法人、公益
社団法人・公益財団法人、独立行政法人などに対して寄附を行う
際に「一般寄附金」または「特定公益増進法人への寄附金」等とし
て一定額を損金算入したい場合にも、寄附金受領証明書（領収
書）の保管が必要となります。そのため、寄附を受ける団体では
それらを遅滞なく発行することが求められます。

③寄附者(個人）が「譲渡所得等の非課税の特例」を適用したい場合
　文化芸術団体が作品・不動産・有価証券などの寄附を受ける場
合には、団体内で定められた規則等に従い審議・承認等の所定の
プロセスを経て受入決定を行います。
　こうした金銭以外の現物の寄附においては寄附者側で原則と
して「みなし譲渡課税」が生じる恐れがあるため注意が必要です。
こうした事態を避け「譲渡所得等の非課税の特例」を適用するに
は、寄附者（遺贈の場合は、遺贈をした人の相続人及び包括受遺
者）側で、租税特別措置法40条が定める承認申請手続を行う必
要があります。※租税特別措置法40条の対象となる寄附受入先は公益社団法人・公益財団法
人、独立行政法人など一定範囲の法人に限定されています。 

　「譲渡所得等の非課税の特例」には「一般特例」と「承認特例」の2
つの方法がありますが、いずれにおいても承認申請書は寄附日か
ら4か月以内（その期間を経過する日前に、寄附日の属する年分の
所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合はその提出期限
まで）に納税地を所轄する税務署に提出しなければなりません。
　「一般特例」と「承認特例」それぞれの承認要件は異なります。
寄附を受ける団体側もそれらを理解し、寄附者とスムーズに連
携することが重要です。
　特に「承認特例」では、寄附を受けた団体における所定事項が
記載された理事会等の議事録の写しなど、寄附者が承認申請書
を提出するまでに寄附を受けた団体側で準備すべき書類が複数
あるほか、寄附日の属する事業年度終了日から3か月以内に追加
的に寄附を受けた団体の定款・財産目録または基金明細書の写
しなどが必要となるなど、寄附を受ける団体側でも協力が必要
な事項があります。
　寄附を受けた団体において寄附日から2年を経過する日までの
期間内に公益目的事業の用に直接供しなかった場合や、事後的に

公益目的事業の用に供されなくなった場合、あるいは上記で提
出すべき書類が期限内に提出されないことなどは非課税承認の
取消事由となり、課税発生に繋がることになるため、寄附を受け
る団体においても特に気を付けるべき事項となります。

④相続・遺贈を受けた人がその取得した財産を文化芸術団体に
寄附し、相続税の非課税措置を受けたい場合
　相続・遺贈を受けた人から公益社団法人・公益財団法人、独立
行政法人、認定NPO法人などが寄附を受ける場合には、相続・
遺贈を受けた人側で租税特別措置法70条が定める手続を行う
ことで相続税の非課税措置を受けられる場合があります。ただし、
相続税の申告期限までに寄附を完了させることや、相続税申告
書に一定の書類を添付して申告することが必要となります。
　寄附を受け入れる団体側では、寄附を受けた財産は寄附日か
ら2年を経過する日までに公益目的事業や特定非営利活動に係
る事業などに使用する必要がある他、所定の必要書類の提供協
力などが必要となりますので、予め必要事項を理解し、寄附者と
スムーズに連携することが重要です。

　企業が芸術文化団体に対して支援を行う場合には、一般には協
賛と寄附という二つの方法を検討されることが多いのではない
でしょうか。

　企業が行う協賛の形態は様々ですが、一般には何らかの対価性
を伴うプログラムとして、広告宣伝費などの費用として会計処理
されることが多く、消費税上は課税取引として処理されているこ
とが多いかと思います。一方企業が行う寄附には通常対価性がな
く、そのため消費税の対象外の取引となり、消費税の課税負担に
はその点で違いが生まれます。

　また、協賛金と寄附金を法人税の側面から比較すると、協賛金
は広告宣伝費等として通常全額損金算入されるのに対して、寄附
金においては全額損金算入されるものは国・自治体に対するもの
等、ごく一部の範囲に限られています。もっとも仮に全額損金算入
が出来たとしても、その節税の効果は実効税率（約3割）の範囲に
とどまります。
　この点、寄附金の中でも地方創生応援税制（いわゆる企業版ふ
るさと納税）は、他の寄附金と異なり特別で、法人税の損金算入効
果（約3割）に加えて、法人税・地方税の税額控除枠（約6割）があり、
それらの効果により結果として寄附額の約9割の負担が軽減され
るという大きな節税の効果を有しています。

　通常の寄附との比較だけでなく、協賛金と比較しても経済メ
リットが大きいということで、自治体が「企業版ふるさと納税」の
受け皿となって文化芸術団体に企業資金を流し込んでいくよう
な流れを作れると、企業側の経済メリットを高く保ちながら、文
化芸術団体において資金調達が可能ということになります。

寄附と協賛の税務上の取り扱いの違い

寄附等を受けた場合の団体側の手続き

寄附者の声

寄附者の声

寄附の背景

Q1. 今回、寄附をしようと思ったきっかけは？

寄附が生み出す伝統継承
Tさん（40代男性・自営業）
神社やお寺の保護活動に共感し、これまでに複数のクラウドファンディングにも
参加。

Tさんが寄附を行ったのは、創建300年以上の歴史を誇る福島県
猪苗代町の土津神社。近年の災害や老朽化によって社殿や境内の
修繕が必要とされている現状に心を痛めていたところ、クラウド
ファンディングを通じてその支援を始めました。

昔から慣れ親しんだ神社が災害の被害や老朽化で傷んでいると聞き、自分でも何か力になれればと思ったのが始まりです。活動報告を見
ているうちに、少額の寄附でも集まれば大きな支援になると感じました。

Q2. どのような基準で寄附先を選びましたか？
「自分が本当に応援したいと思えること」そして「寄附金の使い道が明確に示されていること」を重視しました。修繕の計画や神社の具体
的な将来像を示してくださっていたので、安心して寄附ができました。

Q3. 寄附をして感じたことや今後の展望はありますか？
寄附をしたことで、神社や地域行事を自分事として捉えるようになり、愛着が増しました。今後も定期的に支援を続け、同じ想いを持つ人
との繋がりを広げていきたいです。

寄附の影響

神社の維持管理や伝統行事の運営費用、来訪者向けの新規設備整備
に寄附金が活用され、地域の文化資源としての魅力向上にも寄与し
ています。Tさんをはじめとする個人寄附者や地元ボランティアが一
体となり、神社を起点に新しいコミュニティの形成が進んでいます。

団体の声

メッセージ

土津神社（福島県猪苗代町）
土津神社は、延宝3年（1675）、福島県猪苗代町に創建された、会津藩祖・保科正之公を主祭神とし、
歴代藩主を相殿神として祀る神社です。正之公は、江戸幕府二代将軍・徳川秀忠公の庶子であり、
初代将軍・徳川家康公の孫にあたります。「義」を重んじ、文治政治を推進し、幕府の基盤確立に大き
く寄与しました。創建当時の社殿は日光東照宮と比肩されるほど荘厳美麗で「東北の日光」と称さ
れていましたが、戊辰戦争で焼失し、明治13年に再建。昭和62年には会津藩主松平家墓所として
国指定史跡となりました。境内では春季大祭、秋季大祭、新穀感謝祭、御祥忌祭などの例祭が営ま
れ、春の桜、夏の青もみじ、秋の紅葉、冬の雪景色とともに、花手水や風鈴参道など四季の魅力も親
しまれています。令和7年の鎮座350年を前に、損壊した社殿修繕のため、令和6年にクラウドファ
ンディングを実施。本取り組みは、地域の伝統文化の保存と継承、そして信仰の振興を図るもので
あり、広く社会とのつながりを育む新たな奉賛のかたちとして意義深いものとなりました。

土津神社は、世代を超えて人々の節目に寄り添い、地域の心の拠り所として在り続けてきました。神前式や安産祈願、初宮詣、七五三
詣、成人詣など、人生の折々にお詣りいただき、自らの体験が次の世代へと受け継がれていく場でありたいと願っております。神社神
道は常に地域社会、日本、そして世界の安寧を祈願する公共性・公益性を有し、神職もまた社会の安定と調和のために奉仕する責務を
担っていると考えています。こどもたちをはじめ、地域に暮らす人々が「ここに住んでいて良かった」と実感できるような地域づくり
を、神社の立場から支えてまいります。本取り組みは社殿修繕にとどまらず、「東北の日光」と称された創建当時の姿を蘇らせるという
大きな目標に向けた第一歩でもあります。全国の崇敬者とのご縁を深める契機として、皆さまのご支援を心より感謝申し上げます。今
後も「會津守護神」「こどもと出世の神さま」として、心に残る祈りと体験の場を守り続けてまいります。
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寄附に関するよくある質問

Q 寄附をするにはどうすればよいですか？

READYFOR株式会社の各種サービス

フィランソロピーアドバイザリー

[ ]

寄附したい団体のホームページや寄付サイトを検索し、寄附受付ページの案内に従ってお手続きください。もし案内が見
当たらない場合は、ホームページの問い合わせ先に直接ご連絡ください。

フィランソロピーに特化した専門性と豊富な経験を活かし、
資産管理の専門家とも連携しながら、フィランソロピー活動を
サポートします。

Q いくらから寄附できますか？

寄附したい団体のホームページをご確認ください。（控除上限額の目安については次項の早見表をご参照ください。）

Q 寄附金控除を受けるためには確定申告が必要ですか？

基本的には必要となります。ただし、個人でふるさと納税のワンストップ特例制度を利用できる条件（年間寄附先が5つ以内
など）を満たす場合は、確定申告の手続きを省略できます。詳細はお住まいの地方公共団体や税務署にご確認ください。

Q 寄附先はどのように選べばよいですか？

文化芸術分野の場合、各自治体のホームページ、ふるさと納税サイト等で団体を確認できます。また、企業メセナ協議会は
芸術文化支援の専門的な中間支援組織として、特定の公益法人や非営利組織を紹介する役割を担っています。（企業メセナ
協議会についてはP.7をご覧ください。）

Q 寄附金控除にはどんな種類がありますか？

所得控除

寄附金控除には、「所得控除」と「税額控除」の2種類があり、いずれか有利な方を選択できます。

■ 所得控除を適用する場合の所得税額は次の算式により計算される。
■ 寄附後の所得税額＝(課税所得金額ー(寄附金額※ー2,000円)×所得税率）
　 ※総所得金額の40%が上限
■ 高額な寄附を行う場合、所得控除を選択した方が有利な場合が多い

税額控除

■ 寄附後の所得税額＝(課税所得金額×所得税率）ー（(寄附金額※1ー2,000円)×40％※2）※3
      ※1 総所得金額の40%が上限
      ※2 政治活動に関する寄附金の場合は30%
      ※3 税額控除額は所得税の25%相当額が限度
      ■ 税額控除を適用する場合の所得税額は次の算式により計算される。
■ 小口の寄附や所得税率が高くない場合、税額控除を選択した方が有利な場合が多い

Q 寄附金がどのように使われるかを確認できますか？

多くの団体は、寄附金の使途や活動実績を報告書やホームページで公開しています。

Q 寄附金の領収書はもらえますか？

通常、寄附後に寄附金受領証明書や領収書が発行されます。これらは所得控除や税額控除の手続きでも必要となるため、
必ず受け取り、保管してください。

遺贈寄附サポートサービス
遺贈寄附や相続寄附に関するご相談を無料で承ります。
どこに寄附したらいいか、手続きはどのように進めていけば
いいのかなど、些細なことでもお気軽にご相談ください。

[  個人住民税の計算式  ] 最大10％※2
※1　総所得金額の30％が上限
※2　都道府県4％＋市区町村6％＝最大10％寄附金額※1 2,000円ー＝ ( )減税額 ×

※「税額控除」は、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金又は公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものに該当する場合に限りに選択することができます。
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